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大阪女学院中学校・高等学校 2009 年度事業計画 
 

Ⅰ．建学の精神・教育理念、教育目的・教育目標 

１．キリスト教に基づく人間理解の深化 

   宗教教育については、長年の実績の積み重ねを踏まえた上で、キリスト教に基づく人

間理解を深め、一人ひとりがかけがえのない存在であることの自覚を促し、生徒自ら

の生き方と他者とのかかわり方を学ばせる。また、入学後の保護者に対しても、保護

者としてのあり方や学校理解を深める方策を検討していく。 

２．建学の精神の再認識と再構築 

  125 周年を迎えるに当たって、本校の歴史を振り返りつつ、建学の精神を再認識し、

教育理念の再構築に努める。そのため 125 周年の記念式典、記念行事などを有効に利

用する。 

 

Ⅱ．教育の内容 

１．学力向上の取り組み 

   本校における一貫カリキュラムの成果と課題についての検討を更に進め、各教科の学

力の向上と定着を図るための検討を進める。(詳細はⅤに述べる) 

２．改変した学校行事の円滑な実施 

  ６年間一貫教育の中で、より教育的効果を高める観点から数年間に亘って行事全体の

精査、運用の見直しを行ってきたが、今年度は６日制実施に伴い、様々な学校行事が

円滑に運営され、教育的な効果がもたらされるよう図る。 

３．生徒の人権意識を深める取り組み 

    解放教育（人権教育）については、「私たちの人権感覚を問い直そう」－一人ひとり

を大切にしよう－という教育目標の下で、一人ひとりが大切にされる解放教育を目指

す。また世界の人権状況と人権獲得の歴史を学び、守り、発展させていく意味を考え

させ、各学年の成長過程に応じて、生徒自らの人権意識を深める取り組みをテーマを

決めて行う。また、インターネットの扱いやいじめの問題に対する生徒の問題意識を

更に深める。 

４．生徒の生活全般に対する指導 

    生活指導については、中学・高校それぞれの発達段階を考慮しつつ、一貫した原則の

下に生活全般について指導を行い、現代社会が生じさせる個々の問題に対し具体的な

対応をしていく。特に、基本的な生活習慣・社会のルールを身に付けるよう指導し、

時間、物の管理、服装や身だしなみ、礼儀、公共のマナーや美化等について、周りを

配慮して行動できるように指導する。 

 

Ⅲ．教育の実施体制 

１．生徒の安定的な人数確保のための取り組み 

  今後とも長期的に続く少子化への対応、大阪府の公立学校改革への対応を検討する。

また、中学入学者の人数確保を安定的に行っていくため、中学の入試結果の集計や分

析を更に充実させ、次年度の入学予定者の把握に役立たせると共に、受験生の保護者

の学校理解を深める。高校入学者の増加を計るため、公立中学校の訪問等具体的な方

策を継続する。 

 

Ⅴ．生徒支援 

１．生徒の自己実現を促す進路指導 

  進路指導については、在校生が進路選択をするに当たり、自分の将来を設計し、その

実現に向けて少しでも近づけるように、指導、助言をする。 

 ①年間指導計画に基づいて、必要な情報を生徒・保護者に提供し、生徒の進路意識、学

習に対するモチベーションの向上を図る。 



 - 2 -

 ②実力テスト、スタディーサポート、学力推移調査等により、生徒の学力や学習・生活

実態を調査、分析し、進路委員会、学力検討委員会が職員会議等に生徒の学力向上の

為の方策の提言を続けていく。またこれらの資料を活用して、生徒に対してそれぞれ

の目標に向け努力ができるよう行っている面談を更に充実させる。 

 ③高大連携を促進する。 

 ④資料の整備や留学コーナーの設置、進路相談等、進路室利用の活性化を図る。 

 ⑤高校３年生・既卒生の進路状況を把握し、各種資料を作成する。 

２．心身の健康と安全を守るための生活指導と生徒支援 

  ①自分自身の心身を健康に保つ方法を身につけるように指導する。そのために保健室・

教育相談室（学校カウンセラー）と連携し、生徒・保護者をバックアップする。 

 ②授業・学級活動・生徒会活動・その他の活動が安全かつ充実したものになるように、

警備・巡回に努める。 

 ③学校外での生徒の事故やトラブル、迷惑行為等の窓口となり対応する。 

 ④また、いわゆる広汎性発達障害生徒への学内における特別支援教育のあり方を検討し、

具体的な方策を検討する。 

３．中学・高校としての図書館機能の充実 

  中学校・高等学校の教育・研究・学習を支援するために、資料・情報を収集し、整理、

保管、提供を行う。 

 ①蔵書の充実 

 ・新「学習指導要領」実施にともなう資料の収集。 

 ・学力低下や様々な背景や多様な要望をもつ生徒を教育するために必要な資料の収集。 

 ・多彩な学校行事（遠足、修学旅行、文化祭など）に利用できる資料の収集。 

 ・生徒の学習に役立つ資料や生徒の知的好奇心をかきたてる資料の収集。 

 ②利用教育 

  学習や個人的にインターネットを利用する時の著作権や注意点を分かりやすいように

ホームページや印刷物で紹介。 

  ③各委員会、例えば解放教育委員会と連携して年間計画に従い教材の資料収集の援助、

資料展示、資料の探し方を紹介する。 

 

Ⅹ．改革・改善(３年後を見通して) 

１．組織の再構築と運営方法の見直しの継続 

大阪女学院における中高一貫教育の教育内容を絶えず深化させていくために教職員の

意識の共有化を行いつつ、組織の再構築と運営方法の見直しを続ける。また新しく位

置づけようとしているそれぞれの職務に対して、その責任範囲についての理解が深め

られ、定着するまで研修会を行い、新体制への移行を円滑に実施する。 

２．６日制の円滑な運用と効果の確認 

2009 年度から１校時５０分の週６日制が実施されるが、その円滑な実施を図り、授業

の実施状況、中学生のクラブ参加状況など、６日制による変化を分析し、その効果が

顕著になるよう導く。 

３．学校評価「自己評価」の実施をうけて 

2007 年６月の学校教育法の改正を受け、2008 年度には学校評価の「自己評価」実施が

義務づけられ、学校目標についての「自己評価」を行った。その結果を分析し、明ら

かになった問題点についての改善を進めていく。 

また順次「学校関係者評価」「第三者評価」を実施する体制を整備していく。 

４．生徒の学力向上について 

上記「自己評価」の中で実施した各教員についての授業評価に基づき、各教科の授業

力の向上を図る。また２００７年度から実施している学力推移調査(中学)、スタディ

ーサポート(高校)の結果に基づいた個人面接や分析説明会による効果を検証し、生徒

のモチベーションを図る方策を更に検討する。 

５．2009 年度からの新指導要領移行措置に対応する教育課程の見直しについて 

    中学校においては、2009 年度から新指導要領移行措置が開始され、2012 年から完全実
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施に移るが、それに伴う教育課程の見直しを行う。 

６．2009 年度から開始される教員免許更新制の受講支援について 

  2007 年６月の教育職員免許法の成立により、2009 年４月１日より教員免許更新制が導

入されることになった。該当教員が円滑に受講ができるよう、支援体制を準備する。 

７．教職員の危機管理意識の向上 

   新型インフルエンザ対策を含め、生徒が学校生活を「安全・安心」して過ごすことが

できるよう、設備の充実と教職員の研修を行い、教職員の危機管理意識を向上させる。 

８．教職員の人権意識の向上 

  教職員の人権意識を更に深め、授業やクラブ活動での指導を問わず、日常における生

徒との関わりの中で、生徒の人権に配慮した指導が十分出来るよう啓発と研修を行う。 

９．保護者との信頼関係を強める取り組み 

  保護者からのクレームへの対応の方法や保護者との関係をこじれさせないためのコミ

ュニケーションのありかたを研鑽し、保護者と信頼関係をより一層深める。 

10．教職員と図書館の連携方法を考える。 

①大学・短期大学の図書館開館にともない、中高図書館のあり方。 

②本がある場所としての図書館から図書館の機能を使う図書館への転換。 

③新しい利用者の開拓：入学試験に合格した生徒への図書館利用の検討。 

④大学の推薦入学が決まった生徒を図書館活動への参加。 
     


